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納期限と 
口座振替日のお知らせ
　１月31日は、
①�市県民税（４期）
②�国民健康保険税（７期）
③�後期高齢者医療保険料（７期）
④�保育料（１月分）
の納期限および口座振替日です。忘
れずに納めましょう。
　口座振替をご利用の場合は残高の
確認をお願いします。
　��①～③税務課☎72 - 1115�

④福祉事務所こども政策係�
☎72 - 1123

「障害者控除対象者」 
認定について

　所得税、地方税上の障害者控除ま
たは特別障害者控除は、障害者手帳
などの交付を受けている方が対象と
なっています。しかし、65歳以上の
方で、身体障がい者などに準ずる者
として福祉事務所長が認定した場合
には、障害者控除または特別障害者
控除を受けることができます。
●�対象者＝市内在住の65歳以上の方
で、原則として介護認定を受けて
おり、次のいずれかに該当する方

・�身体障害者手帳の交付を受けてい
る方と同等の障がい程度の方

・�療育手帳の交付を受けている方と
同等の障がい程度の方

・�常に就床を要し、複雑な介護を要
する寝たきりの方

※�認定を受けるには申請が必要となりま
す。身体障害者手帳などをすでにお持
ちの方、本人または扶養者が非課税で
申告する必要の無い方は該当しません。

●�認定の申請に必要なもの＝申請書
（福祉事務所にあります）
　��福祉事務所自立支援係�

☎72 - 1123（内線504）

宮崎県（宮崎市佐土原町）出身の 
外交官「根井三郎」に関する
資料展・講演会を開催します！
　　　　　　　第２次世界大戦中、

ナチス・ドイツに迫害
されたユダヤ人難民を
救ったとされる「杉原千
畝」と同様に、「根井三

郎」が単独で発給した“命のビザ”がおと
としついにアメリカで発見されました。
政府の指令に異を唱え、ユダヤ人難民
を救った宮崎県出身の外交官「根井三
郎」について学んでみませんか？
　詳しくは、宮崎市佐土原総合支所
へお問い合わせください。
●�日程
・ 資料展＝１月15日（土）～１月16日（日）�
午前９時～午後５時（観覧無料）

・�講演会＝１月16日（日）午後１時～
午後３時（申し込み不要・入場無料）

●�講師＝根井三郎を顕彰する会�
会長�根井翼

●�会場＝市文化会館ギャラリー（資
料展）、小ホール（講演会）

●�主催＝宮崎市、根井三郎を顕彰する会
●�後援＝串間市、串間市教育委員会
　��宮崎市佐土原総合支所地域市民

福祉課☎0985 - 73 - 1111

バドミントンネットを 
寄贈していただきました
　串間バドミントンクラブから市民
総合体育館で使用してほしいと、バ
ドミントンネット10張を本市に寄贈
していただきました。
　この温かいお志を旨としまして、
今後も本市のスポーツ振興に取り組
んでまいります。串間バドミントン
クラブ会員ならびに関係者の皆さま、
ありがとうございました。
　��生涯学習課スポーツ振興係�

☎55 - 1162

令和４年串間市消防出初式
　新春を飾る消防団員の勇姿をぜひ
ご覧ください。市民の皆さまの多数
のご観覧をお願いいたします。
●�日時＝１月９日（日）午前８時半～
●�場所＝蔵元河川敷
※�雨天時は、市営室内体育施設（市
総合運動公園内）

※�新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、開催方法を変更する
場合があります。

　��串間市消防本部☎72 - 4151

串間のみちを考える女性の会が 
東九州自動車道の要望活動を実施
　昨年の11月25 ～ 26日、「串間のみ
ちを考える女性の会」の代表５名が、
国土交通省および地元選出国会議員
などに対して、東九州自動車道の早
期整備を要望する活動を行いました。
　要望活動では、女性の視点から災
害発生時の対策やまちづくりなど、
日々の生活上で感じている高速道路
の必要性について強く訴えました。
　齊藤チヅ子会長は「コロナ禍でな
かなか要望活動ができずにいたが、
高速道路は串間が元気になるための
起爆剤の１つであり、これからも思
いを１つに国へ熱意を届けていきた
い」と話していました。
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新型コロナウイルス

新型コロナウイルス
ワクチンの追加接種
（3回目接種）について

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目接種）
の実施について、国から方針が示されました。
●�対象者＝新型コロナワクチンの２回目接種を終了した
方のうち、原則８カ月以上経過した18歳以上の方。

　※令和３年12月９日現在
●接種回数＝１回
●３回目接種のおおよその予定時期

２回目接種時期
および対象者

3回目接種の
おおよその予定時期

※接種券の届く時期

２回目の接種が
令和３年４月～６月の方
（主に医療従事者など）

令和３年12月～
令和４年２月

２回目の接種が
令和３年５月～６月の方
（主に高齢者施設入居者

および従事者）

令和４年１月～
令和４年２月

２回目の接種が
令和３年６月～９月の方

（主に65歳以上の方）

令和４年２月～
令和４年５月

２回目の接種が
令和３年８月～ 11月の方
（主に基礎疾患を有する方、

64歳以下の方）

令和４年４月～
令和４年７月

※�３回目の接種予定時期については、見込みであり、詳細につき
ましては市公式サイトなどでお知らせいたします。

※�接種券の発送は２回目の接種から８カ月後になります。上記の
予定時期は目安であり、個人によって接種券が届くタイミング
が異なりますので、ご了承ください。

串間市新型コロナウイルスワクチン接種対策室（市総合保健福祉センター内）
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　FAX：72-7100【月～金曜：午前９時～午後５時】

ワクチン接種に関する
問い合わせ

市からの送付物市からの送付物
●�予防接種済証
　国内でワクチンを接種した証明が必要な場合はこちら
をご利用ください。
・�１回目、２回目の接種記録も印字されています。
・�右上には接種可能日の目安が記載されています。
・�追加接種は２回目接種から原則８カ月経過した後です。
● 接種券・予診票
　追加接種の接種券は、１、２回目の接種と異なり、予
診票と一体化したものをお送りします。
・�追加接種の接種券は予診票の右上に印字されています。
・１、２回目のようなシールの接種券ではありません。
・�予診票には１、２回目の接種日と使用ワクチンが印字

されています。

串間市へ転入された方へ串間市へ転入された方へ
　接種券は串間市に住民票があり、２回目まで接種を受
けられた18歳以上の方のみに送付されます。
　２回目のワクチン接種後に串間市に転入された方は、
市では接種記録を確認できないため、接種券発行の申請
が必要です。
　令和３年４月１３日以降に他市でワクチン接種を受けた
後、串間市に転入された方で追加接種（３回目接種）を希
望される方は下記問い合わせ先にご連絡ください。

接種券が届かない方へ接種券が届かない方へ
　発送時期を過ぎても何らかの理由で接種券が届かない
場合、下記問い合わせ先にご連絡ください。

住所地外での接種について住所地外での接種について
　やむを得ない事情がある場合は、住所地外接種の申請
を行うことによって、住民票所在地以外の接種会場、医
療機関で接種を受けることができます。
　１、２回目の接種時に届け出をされた場合も、再度提
出が必要です。
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